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令和５年１２月２８日 

令和４年度「若年層（18～24歳）｣の消費生活相談の概要 

民法改正に伴い令和４年４月１日から成年年齢が18歳に引き下げられ、新たに成人となる18歳

及び19歳には未成年者取消権が適用されなくなった。そのため、当該年齢を中心に若年者の消費

者被害が増えるおそれがある。そこで、令和４年度に受け付けた相談のうち、契約当事者が18～

24歳の相談（以下｢18～24歳の相談｣という。）を「若年層」からの相談として設定し、成年年齢引

下げに伴い深刻化が懸念される消費者トラブルを分析した。 

なお、本分析では契約当事者の年齢が「18～24歳」のデータを使用し、「18～19歳」と「20～21

歳」、「20～24歳」と「25～29歳」のデータの比較を行うことで、「若年層（18～24歳）」の消費者

トラブルの傾向や課題等が浮かび上がるように分析した。 

 

 

１ 相談件数の推移 

  18～24歳の相談について、平成 30年度からの相談件数を示したものが【図－1】である。 

相談件数は、平成30年度から令和３年度まで、６千件後半から８千件前半で推移しており、令

和４年度も8,312件となっている。 

 

【図－1】18～24歳 相談件数の推移 

 
 

※東京都消費生活総合センター及び都内区市町村の消費生活相談窓口に寄せられた相談情報を 

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)を用いて分析したもの。 

●分析項目 ：｢若年層（18～24歳）｣の相談（契約当事者年齢 18歳以上 24歳以下） 

●分析データ：平成 30年４月～令和５年９月の相談データ(令和５年 10月 31日時点の登録データ) 
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２ 契約当事者の属性 

(１) ｢年齢区分別｣ 相談件数の推移 

「18～19歳」と「20～21歳」の相談について、年齢区分別の相談件数の推移を示したものが【図

－2】である。 

年齢区分別の相談件数を見ると、令和４年度までは「20～21歳｣が「18～19歳」の２倍以上、令

和５年度上半期は約1.8倍となっており、「20歳」を境に相談が急増していることがわかる。 

令和４年度の「20～21歳」の相談件数は「18～19歳」のちょうど２倍であり、令和３年度の約

2.4倍から差が縮小し、令和５年度上半期も約1.8倍と差が減っており、成年年齢引下げにより、

この差が徐々に縮小していくことが予想される。 

【図－2】 年齢区分別 相談件数の推移 

 

 

(２)「性別」相談件数の推移 

18～24歳の相談について、性別の推移を示したものが【図－3】である。 

性別の相談件数を見ると、いずれの年度においても｢女性｣が｢男性｣を上回っている（性別不明、

未回答を除く）。 

【図－3】 性別 相談件数の推移 
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（３）「職業別」の割合 

令和４年度の18～24歳の相談について、職業別の割合を示したものが【図－4】である。

契約当事者は｢給与生活者｣が

49.5％と最も多く、次に多いのが｢学

生｣の39.9％、次いで「無職」の4.3％

となっている。 

｢学生｣に分類された相談39.9％の

内訳は、｢大学生等その他の学生｣が

33.0％であり、次いで｢高校生｣が

1.3％となっている。 

 

  

【図－4】 職業別 相談件数の割合（令和４年度)    

 

３ 18～24歳の相談に多い商品・役務 

令和４年度の18～24歳の相談について、契約当事者の年齢区分別（「18～19歳」、「20～21歳」、「20

～24歳」、参考として「25～29歳」）商品・役務別相談件数の上位10位を示したものが【表－1】で

ある。 

「20～21歳」の相談で対「18～19歳」比250%以上と大きく増加している商品・役務は、副業サイ

ト等の「他の内職・副業」、「賃貸アパート」、投資用情報商材等の「金融コンサルティング」、ビ

ジネススクール等の「ビジネス教室」等である。 

特に「他の内職・副業」は「18～19歳」では26件であったものが「20～21歳」では126件、「金融

コンサルティング」は「18～19歳」では9件であったものが「20～21歳」では69件、「ビジネス教室」

では6件であったものが「20～21歳」では53件と大幅に増加している。 

令和４年度においても、引き続き、令和３年度までの成年年齢「20歳」を境に契約の勧誘を受け

ることが多いと考えられる。 

 【表－1】 年齢区分別 商品･役務別上位10位（令和４年度）            (単位：件)                       
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４ 相談内容    
令和４年度の18～24歳の相談について、契約当事者の年齢区分別（「18～19歳」、「20～21歳」、「20

～24歳」、参考として「25～29歳」）に内容キーワード別相談件数の上位10位を年齢区分別に示したも

のが【表－2】である。「サイドビジネス商法（※）」が「20～21歳」で270件と「18～19歳」の62件

(25位)から急増し上位10位以内に入ってくる。 

※「サイドビジネス商法」とは、「副業や内職で収入になる」等とうたって契約させる商法である。 

【表－2】 年齢区分別 内容キーワード上位10位(令和４年度)               (単位：件)   

 
(複数選択項目) 

５ 契約購入金額 

令和４年度の18～24歳の相談における契約購入金額について、契約当事者の年齢区分別（「18～

19歳」、「20～21歳」、「20～24歳」、参考として「25～29歳」）に相談件数を示したものが【表－3】で

ある。 

金額不明を除く相談件数のうち「10万円未満」の相談件数は、どの年齢区分でも最も多くなって

おり、全体の約４割から５割を占めている。平均金額でみると、「18～19歳」では約22万１千円で

あるのに対し、「20～21歳」では約33万４千円と約1.5倍になっている。 

「20歳～24歳」と「25歳～29歳」の平均金額を比較すると２倍強となっており、年齢とともに、

契約購入金額も増加している。 
   
【表－3】契約購入金額の年齢区分別相談件数(令和４年度)                (単位：件) 
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６ 販売購入形態 

令和４年度の18～24歳の相談について、契約当事者の年齢区分別（「18～19歳」、「20～21歳」、「20

～24歳」、参考として「25～29歳」）に販売購入形態別の相談件数を示したものが【表－4】である。 

「マルチ（まがい）商法」の相談件数は、「18～19歳」で10件であるのに対し、「20～21歳」で

は約13倍の132件と大幅に増加している。なお、「マルチ（まがい）商法」の相談が占める割合は

「20～21歳」で5.1％、「20歳～24歳」で3.6%であるのに対し、「25～29歳」では1.3％まで低下し

ている。これは、マルチ商法の対象として、大学生や新社会人等の社会経験が浅い年代を狙って

いることがうかがえる。 
 

【表－4】 販売購入形態の年齢別相談件数(令和４年度)          (単位：件) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 若年層（18～24歳）の相談の特徴 

（１）「18～24歳」の相談件数の推移及び若者相談に占める割合 
 

「若者（契約当事者29歳以下）」の相談に多い販売方法・商法別に、「18～24歳」の相談件数の推

移と「18～24歳」の相談が若者相談に占める割合について示した（【表－5】）。 

【表－5】「18～24歳」の相談件数の推移及び若者（契約当事者29歳以下）相談に占める割合                                                               

 
※「個人間取引」は、令和３年度のキーワード変更で「個人間売買」から変更されている。 
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（２）各年齢別の相談件数 

【表－5】において、「18～24歳」の相談が若者（契約当事者29歳以下）相談全体に占める割合の

高い販売方法・商法の上位５位は、「サイドビジネス商法」「クレ・サラ強要商法」「無料商法」「マ

ルチ（まがい）商法」「アポイントメントセールス」である。これらの商法について、令和４年度

の相談件数を年齢（１年刻み）毎に示したものが【表－6】である。「無料商法」以外の販売方法・

商法で、「19歳」から「20歳」にかけて急増している。 

【表－6】令和４年度の「18～24歳」上位5位商法別の年齢（１年刻み）毎の相談件数  

 

 

上記の販売方法・商法の中で、「若年層（18～24歳）」の相談件数が特に多いのは、副業や内職

で収入になる等とうたって契約をさせる「サイドビジネス商法」である。本分析では、若年層（18

～24歳）に特徴的な商法としての「サイドビジネス商法」について、詳述する。 

 

８ 若年層（18～24歳）に消費生活被害が多い「サイドビジネス商法」 

（１）「サイドビジネス商法」に多い商品・役務 

令和４年度の18～24歳の「サイドビジネス商法」の相談について、商品・役務別相談件数の上位

５位を示したものが【表－7】である。 

【表－7】「サイドビジネス商法」に多い商品・役務（令和４年度） 

 

最も多い相談は「他の内職・副業」（179件）で、18～24歳の「サイドビジネス商法」の相談の 

29.0％を占めている。「ＳＮＳ上で、副業で簡単に稼げる仕事との広告を見て、サイトに登録し

た。最初に50万円が必要とのことで、サラ金で借金して支払った。仕事をやってみたが、まった

く儲からないので、返金を求めたい」といった副業サイト等に関する相談が多く寄せられている。 
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第２位は「役務その他サービス」（81件）で、13.1％であった。「初期費用が安い副業を紹介す

る人のＳＮＳを見てアプリに登録し、業者と高額なアフィリエイト副業のサポート契約を結んだ。

今になって怪しいと思い、解約を申し出たところ、契約金額の60％の解約料がかかると言われた。

支払う必要があるか。」等の副業サポートに関する相談が多い。 

第３位は「出会い系サイト・アプリ」（59件）で9.6％であった。「メールで相手の相談にのる

ことで報酬をもらえるとのＳＮＳ広告を見て始めたところ、手数料等の様々な名目で金銭を支払

わされ詐欺と気づいた。返金してもらいたい。」等といった相談が多い。 

第４位は「金融コンサルティング」（55件）で8.9％であった。「ネットで見つけた簡単に稼げ

る副業の事業者にメッセージアプリで連絡したところ、先に手数料を支払わなければ内容を教え

ないと言われ、クレジット決済で支払った。その後事業者から連絡があり、ＦＸ取引を勧められ、

最初の費用は口座開設費用だと言われた。納得がいかない。」等といった相談が多い。 

第５位の「ビジネス教室」（43件）は「学生時代の友人から紹介された人物に起業セミナーの受

講を勧められ、興味があり話を聞いた。セミナーの費用が払えないと言うと学生ローンを勧められ、

拒否すると分割払いを勧められたので、前金分を支払った。話を聞くと実践的なものではなかった

のでクーリング・オフしたいと伝えると、それなら契約違反で訴えると言われた。どうしたらよい

か。」といった相談が寄せられた。 

同じく第５位の「他の娯楽等情報配信サービス」（43件）は「電子書籍を書いて売り、毎日稼げ

ると広告があったので、サポートを受けられるコースを申し込んだ。電話とアプリでやり取りをし

て本を書いたが実際は全く売れなかったので解約したい。」といった相談が寄せられた。 

 

（２）契約購入金額 

令和４年度の18～24歳の「サイドビジネス商法」の相談における契約購入金額について、年齢

別の相談件数を示したものが【表－8】である。 

金額不明を除く相談件数のうち「18～19歳」では50万円未満の相談が９割を超えているのに対

し、「20～21歳」「22～24歳」では50万円未満の相談は５割程度となり、「50～100万円未満」の

相談が３割程度を占めている。 
   
【表－8】契約購入金額の年齢区分別相談件数「サイドビジネス商法」（令和４年度） 
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 （３）販売購入形態 

令和４年度の18～24歳の「サイドビジネス商法」の相談について、年齢別に販売購入形態別の

相談件数を示したものが【表－9】である。 

「18～19歳」では「通信販売」が６割強と高い割合を占めているが、「20～21歳」では「マルチ

（まがい）商法」の相談件数が３割強で一番多くを占めている。「マルチ（まがい）商法」は、

「22～24歳」でも全体の約４分の１の割合を占めている。令和４年度においてもまだ、令和３年

度までの成年年齢「20歳」を境に勧誘されている傾向があることがうかがえる。 
 

【表－9】販売購入形態の年齢区分別相談件数「サイドビジネス商法」(令和４年度)   

  

 

 

 

 

 

 

 

９ 若年層（18～24歳）の相談事例 

事例１：ＳＮＳの無料カウンセリングの広告を見て出向いた「医療脱毛」 

 ＳＮＳで広告を見て、医療脱毛のクリニックに予約し、無料カウンセリングへ行った。カウンセ

ラーから説明を聞き、言葉巧みに勧誘され、２年間で複数回の施術を行う高額な全身脱毛のコース

を申し込んだ。クーリング・オフも含めた契約内容や施術内容等の説明を聞き、契約書類と概要書

面をもらい料金を支払った。家に帰ってよく考えると高額過ぎるので解約することにし、メールで

クーリング・オフと返金先口座を事業者に伝えた。その後、クリニックから電話があり、返金につ

いて説明したいと言われたが、行かなければならないか。          （20歳代／女性） 

         

 

事例２：「副業サポート」を受けて副業で儲けられるとうたうネット広告 

動画サイトで副業広告を見つけ、事業者の無料通話アプリに登録した。その後、電話で仕事の内

容を聞いたところ、100万円以上の料金はかかるが、担当者が数か月間サポートについてくれると

のことで申し込んだ。代金は事業者に教えられたとおり、スマホで消費者金融から借金をした。冷

静になってみると、簡単に儲かるはずがないと思ったので解約したい。    （20歳代／男性）                      
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事例３：１日15分の作業で稼げるといわれた「情報商材」 

副業をネットで探したところ、１日15分程度の作業で稼げるという広告を見つけた。無料トー

クアプリでやりとりをしたところ、最初に数万円のマニュアルの購入が必要と言われたので購入

した。その後、事業者から電話があり、データで送られてきた電子カタログを見せられながら、

高額な費用がかかる副業の説明をされた。稼げるのですぐに支払った費用は賄えるとのことだっ

たので、申し込んで料金を支払った。その後、この副業についてネットの口コミを見たところ、

詐欺だとの書込みがあり不安になったので解約したい。          （10歳代／男性） 

 

事例４：虚偽の説明で契約させられた「ビジネスクール」 

マッチングアプリで知り合った女性から、起業や経営等のビジネスの話が出て、良い人を紹介

すると喫茶店に連れていかれ、ビジネススクールの事業者に会った。後日、講師の自宅へ行き説

明を聞くと、動画で学習し事業者のアドバイスを受けながら行う仕事のようで、求められるまま

手付金として50万円を支払った。帰宅後、事業者のサイトを見たところ、マルチ商法の会社のよ

うに感じ不審に思ったので解約したい。                 （20歳代／男性） 

 

 

１０ 若年層のトラブルの傾向や課題等 

「若年層（18～24歳）」の相談は、令和４年度もこれまでと同様に、おおむね「20歳」で急増

することが多い。これは、令和３年度までは成年年齢であった「20歳」を過ぎると、未成年者契

約の取消しができず、悪質商法による被害者として狙われる実態があったためである。令和４年

度の「20～21歳」の相談件数は、「18～19歳」の相談件数の２倍となっているが、令和５年上半

期では約1.8倍とやや縮小しており、令和４年４月１日からの成年年齢が18歳に引下げになった

ことにより、今後は、「18～19歳」が狙われ、被害の若年齢化が懸念される。 

若年層（18～24歳）の相談において、若者（29歳以下）の他の年代に比べて被害が多い「サイ

ドビジネス商法」「クレ・サラ強要商法」「マルチ（まがい）商法」「アポイントメントセール

ス」等、他者から勧誘を受けやすい販売方法・商法は、今まで「20歳」で急増するという特徴が

ある。こういった販売方法・商法でのトラブル・被害は、今後、「18～19歳」で増加することが予

想される。 

成年年齢引下げで未成年者契約の取消しができなくなる「18～19歳」に、悪質な事業者が狙い

を向けていく兆候を踏まえ、他の機関・組織等と積極的に情報共有・連携を行い、本人や周囲の

人々への普及啓発等の被害防止対策を引き続き行う必要がある。 
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１１ 消費者へのアドバイス 

（１）「無料」や「料金500円から」等を強調し消費者の興味を引く広告は、大抵の場合、それをき

っかけに高額な契約を勧誘されてしまうことが多いです。広告に表示された内容をうのみに

せず、総額や契約期間等を事前にしっかり説明してもらいましょう。 

（２）相談内容を見ると、マッチングアプリ等で知り合ったばかりの他人から紹介されたサービス等

の契約をし、支払能力を超える高額な契約を結ばされるようなケースが多く見受けられます。知

り合ったばかりの他人の言葉を安易に信じず、本当に自分に必要な契約か、よく考えましょう。 

（３）「簡単に儲かる」「すぐに稼げる」副業はありません。契約前に、仕事内容や費用、どのような情

報商材・サポート等が提供されるかなど、契約内容を十分に確認しましょう。 

（４）契約は簡単に解約できません。あとで後悔しないためにも、安易に契約することはやめま

しょう。特に高額な契約を勧誘された場合は、その場での契約は避け、家族に相談したり、よ

く調べるなどして冷静に判断しましょう。 

（５）契約書には、トラブルになった場合に備えて、解約に関する条項やクーリング・オフができ

るか等の大切な事項が記載されています。消費者にとって不利な内容になっていないかど

うか、契約書にサインをする前に、契約書の内容を確認することが大事です。 

（６）悪質事業者は、「お金がない」と断っても、収入等に関して虚偽の記載をさせて消費者金融

で借金することを求めたり、支払能力を超えるクレジット契約を組ませようとします。そ

ういった場合は、毅然とした態度で借金及び契約そのものを断りましょう。 

  

 

 ～不安に思った場合やトラブルになった場合にはいつでも消費生活センターに相談してください～ 

 

 


